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＜別紙＞ 

介護老人保健施設 グレイスガーデン  

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護重要事項説明書 

 

     短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護（以下「事業」という。）の提供にあたり、厚生

労働省令第３７号第１２５条に基づき、事前に介護保険証を確認させていただき、次の重要事項

について説明します。また、重要事項説明書は、契約書別紙として取扱いを行います。 

 

１． 施設経営法人 

（１）法 人 名     医療法人 財団弘慈会 

（２）所 在 地     宮城県栗原市若柳川北堤下２７番地  （電話番号 0228-32-4790） 

（３）代 表 者     理事長 石橋 侑子 

（４）設立年月日     昭和６２年 ８月 １日 

２． 事業の概要 

（１）事業の種類     介護老人保健施設 指定短期入所療養介護  

               平成１２年 ４月 １日指定  宮城県 0451380026号 

介護老人保健施設 介護予防短期入所療養介護 

平成１８年 ４月 １日指定  宮城県 0451380026号 

（２）事業所の名称    介護老人保健施設 グレイスガーデン  

（３）事業所の所在地    宮城県栗原市若柳福岡谷地畑浦３５番地 

（４）電 話 番 号      ０２２８－３２－７７３０ 

（５）事業所管理者    介護老人保健施設 グレイスガーデン  管理者  小林 恒三郎 

（６）運 営 方 針    要介護状態又は要支援と認定された利用者が、可能な限りその居宅において、その

有する能力に応じ、自立した生活が営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介

護、その他の日常生活上の世話及び機能回復訓練を行うことにより、利用者の心身

機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。 

              ２ 利用者の選定する居宅介護支援事業者のケアマネジャーの作成した居宅サービス

計画、又は地域包括支援センターの作成する介護予防サービス計画に沿い、サー

ビスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を盛り込んだ短

期入所療養介護計画、又は介護予防短期入所療養介護計画を作成し、利用者又

は家族に説明を行い同意を得ることとする。特に、認知症等の状態にある要介護者

に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスのできる体制を整える。 

              ３ 事業の提供時にあたり、親切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

サービス提供方法と利用料金等について、理解しやすいように文書で説明を行ない、

その同意を得ることとする。 

              ４ 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療、福祉サービスとの綿密

な連携を図り、総合的かつ効率的なサービスの提供に努めるものとする。 

              ５ 地域社会への貢献活動をすすめ、介護保険制度の普及に寄与する。 

（７）開設年月日     平成１１年１２月 １日 
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３． 主な職員の体制 （基準配置数） 

 配置人数 夜  間 業務内容 

施設長    1名            全体の統括 

管理者    １名（１）        全体の統括 

医師 １名（１）  入所者の診療、入所

及び家族への指導 

看護職員（兼務） ９名以上（９） １名 入所者の健康管理と

疾病予防、通院介

助、看護業務、機能

訓練の実施及び補助 

介護職員（兼務）  ２５名以上（２５） ４名 入所者の生活管理、

介護計画の作成・実

施、介護業務、機能

訓練の実施及び補助 

支援相談員 

（兼務） 

   １名以上 

（１） 

 利用者及び家族への

支援と相談、実態調

査、行政等の関係機

関・ボランティア・訪

問者との連絡調整、

面会者の対応、広報

業務 

介護支援専門員 

（兼務） 

１名以上 

（１） 

 ケアプランの作成・評

価・見直し、利用者の

相談業務、実態調

査、行政機関等との

連絡調整、面会者の

対応、広報活動 

理学療法士又は 

作業療法士、言

語聴覚士（兼務） 

１名以上 

（１） 

 

 機能訓練の実施及び

指導等リハビリテーシ

ョン業務 

管理栄養士又は

栄養士（兼務）  

１名以上（１）  栄養管理と栄養指

導、献立表の作成、

職員への食中毒の予

防指導、調理員への

調理管理 
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４．サービス内容と料金 

（１） 主なサービス内容 

① リハビリテーション 

・ 作業療法士又は理学療法士、言語聴覚士による指導のもと、ご利用者の心身等の状況に応じ

て、日常生活をおくるのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施致しま

す。 

② 食事 

・ 当施設では、栄養士の作成した献立により、栄養並びにご利用者の身体の状況及び嗜好を考

慮した選択できる食事を提供致します。 

・ ご利用者の自立支援のため離床して食堂で食事をとっていただくことを原則としています。 

・ 食事時間につきましては次の通りとなります。 

朝食⇒７：３０～ 昼食⇒１２：００～ おやつ⇒１５：００～ 夕食⇒１８：００～ 

③ 入浴 

・ 基本的に週２回の入浴を行います。但し状態に応じ実施できないこともあります。 

・ 入浴日以外に、皮膚の観察及び会陰部等の洗浄を行います。 

・ 寝たきりの方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

・ ご利用日数により入浴回数に変動があります。 

④ 排泄 

・ 排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

⑤ レクリエーション 

・ 季節にあった行事、趣味活動（クラブ活動）等を実施します。 

⑥ 相談 

・ 利用者と家族からの要望、苦情等の相談に応じます。 

⑦ その他自立への支援 

寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮致します。 

・ 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮致します。 

・ 清潔で快適な生活が行われるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

 

              

 

事務職員（兼務） 

 

   ２名以上 

（適当数） 

 総務、経理、請求 

に関する業務 

運転手兼業務員

（兼務） 

   ２名以上 

（適当数） 

 送迎等の運転、施設

設備整備、環境整

備、清掃、介護補

助、入所者の生活の

質の向上 
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（２） 利用料金 （円／日） 

①介護保険給付対象の利用料（多床室） 

要介護度 
介護老人保健施設

サービス 
1割負担 2割負担 3割負担 

要介護１ 9，020 902 1，804 2，706 

要介護２ 9，790 979 1，958 2，937 

要介護３ 10，440 1，044 2，088 3，132 

要介護４ 11，020 1，102 2，204 3，306 

要介護５ 11，610 1，161 2，322 3，483 

②介護保険給付対象の利用料（認知症専門棟を除く個室利用の場合） 

要介護度 
介護老人保健施設

サービス 
1割負担 2割負担 3割負担 

要介護 1 8，190 819 1，638 2，457 

要介護２ 8，930 893 1，786 2，679 

要介護３ 9，580 958 1，916 2，874 

要介護４ 10，170 1，017 2，034 3，051 

要介護５ 10，740 1，074 2，148 3，222 

③介護予防短期入所療養介護 

 区  分 
介護予防短期 

入所療養介護費 
1割負担 2割負担 3割負担 

従来型 

個 室 

要支援１ 6，320 632 1，264 1，896 

要支援２ 7，780 778 1，556 2，334 

多床室 要支援１ 6，720 672 1，344 2，016 

要支援２ 8，340 834 1，668 2，502 

 

※ 送迎をした場合、片道１８４円のご負担となります。 

※ 認知症加算 １日 ７６円 日常生活に支障があると認められる症状や行動がある認知症の方にケアを行っ

た場合ご負担いただきます 

※ 夜勤配置加算 １日 ２４円 基準より１名多く人員を配置した場合にご負担いただきます。 

※ 個別リハビリテーション実施加算、リハビリテーションを行った場合、１日につき２４０円をご負担いただきま

す。 

※ 医師の食事箋に基づき、提供される療養食（糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病

食、高脂血症食、痛風食及び特別な場合の検査食）の方には、療養食加算１日に３回限度で１食８円をご負

担いただきます。 

※ 利用中に病状が著しく変化し、緊急やむを得ない事情により、投薬、検査、注射、処置等の医療行為を行っ

た場合は緊急時治療管理として、1日につき５１８円をご負担いただきます。 
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※ 総合医学管理加算、治療目的とし、居宅サービス計画において計画的に行うことになっていない場合に、 

１０日間を限度として 1日 ２７５円ご負担いただくことになります。 

※ 認知症行動・心理症状が認められ、在宅生活が困難であると医師が判断した利用者の緊急受入れについ

ては認知症行動・心理症状緊急対応加算として、1 日につき２００円をご負担いただくことになります。但し、

利用開始から７日を上限とします。 

※ 若年性認知症利用者の受入れについて、若年性認知症利用者受入加算として１日につき１２０円ご負担い

ただくことになります。 

※ 重度療養管理加算、医療ニーズが高く、要介護度４又は５であって、手厚い医療が必要な状態の方が利用

した場合、1日につき１２０円ご負担いただくことになります。 

※ 緊急短期入所受入加算、居宅介護サービス計画に位置付けられていない緊急利用者を受け入れた場合、

1日９０円をいただくことになります。利用開始から７日を限度。やむを得ない事情ある場合 １４日限度。 

※ サービス提供体制強化加算として、事業所の職員の配置状況に応じ、いずれかをご負担いただきます。 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)            1日につき２２円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）           1日につき１８円 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)            1日につき ６円 

※ 介護職員処遇改善加算、計画に基づき適切に実施した場合にいずれかをご負担いただきます。 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数に 1000分の 75を乗じた単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数に 1000分の 71を乗じた単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数に 1000分の 54を乗じた単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位数に 1000分の 44を乗じた単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅴ） 現行の 3加算の取得状況に基づく加算率 

 

⑤ 介護保険外の利用料金（滞在費及び食費） 

（ア） 多床室の場合                      （イ） 個室利用の場合 

利用者負担 滞在費 食費 利用者負担 滞在費 食費 

第１段階 ０円／日 ３００円／日 第１段階 ５５０円／日 ３００円／日 

第２段階 ４３０円／日 ６００円／日 第２段階 ５５０円／日 ６００円／日 

第３段階① ４３０円／日 １，０００円／日 第３段階① １，３７０円／日 １，０００円／日 

第３段階② ４３０円／日 １，３００円／日 第３段階② １，３７０円／日 １，３００円／日 

第４段階 ５５０円／日 １，９００円／日 第４段階 １，７４０円／日 １，９００円／日 

※ 食費の内訳は、それぞれ朝食 390円、昼食 590円、間食 110円、夕食 700円、フリードリンク 110円となり

ます。原則として午前中の退所は朝食まで、午後の退所は間食までの費用負担となりますが、入院などに

よる急な退所の場合、次の食事までの準備が進んでおりますので、午前中の退所は昼食分まで、午後の退

所は夕食分までの費用負担をお願いいたします。 
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（３）利用料金の支払方法について 

原則として、月毎に精算書を発行させていただきます。精算内容をよくご確認のうえ自己負担金分を

月毎にまとめて納入していただきます。当月末締めで、翌月の 15日以降に事務所でお支払い下さい。

物品購入の際には随時お支払い下さい。 

（４）利用料金の支払期間について 

請求日より３ヶ月間滞納された場合につきましては、以後の利用はできなくなります。 

   

５．介護保険の給付対象とならない当施設独自のサービス（利用料金の全額がご本人の負担となります。） 

（１）   理髪料 実費負担（理容師による理髪サービス調髪、顔剃、洗髪）をご利用いただけます。 

（２）   私物の洗濯（業者へ委託する場合） 実費負担 

（３）   日用品（消耗品） 入所セット（希望者のみ） 日額２３０円（税込み２５３円） 

（４）   私用電気代（ラジカセ、テレビ、電気毛布等）   

１機種につき １日 ５０円 （充電式ひげ剃り機 月１００円） 

（５）   クラブ活動及び趣味活動における原材料費（実費相当額） 

（６）   特別な室料利用料（２階利用者のみ） 

①特別室（従来型個室）    １日につき  ２，０００円（消費税外税） （１室） 

②１人部屋（従来型個室）   １日につき    ３００円（消費税外税） （７室） 

③２人部屋（多 床 室）    １日につき    １００円（消費税外税） （４室） 

（６）   各種証明書料及び文書料 

             ①在所証明書  １通につき  ２，０００円（消費税外税） 

             ②健康診断書  １通につき  ５，０００円（消費税外税）より（内容により料金が異なります） 

             ③死亡診断書  １通につき  ５，０００円（消費税外税） 

 

６．事業実施地域及び営業時間 

                通常の事業の実施地域は栗原市若柳地区とします。 

 

   ７．協力医療機関について 

         当施設では、事業の利用者に対し施設の判断により受診が必要と認める場合、下記の医療機関に協

力をいただいております。 

（１） 協力医療機関 

①医療機関の名称  石橋病院 

②所在地        宮城県栗原市若柳字川北堤下２７番地 

③診療科        内科、消化器科、循環器科、心療内科、整形外科、リハビリテーション科 

              リウマチ科、精神科 

（２） 協力歯科医療機関 

①医療機関の名称  かさま歯科医院 

②所在地        宮城県栗原市若柳字川南南大通８－１７ 
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８．緊急時及び事故発生における対応 

(１)  サービスの提供中に容態が急変し、当施設で対応困難と判断した場合、協力医療機関に移送いた

します。 

(２) 症状の状況により、入院治療が必要と判断された場合はご利用中止となります。 

(３) 地震や火災などの非常災害の場合には、当施設の消防計画に沿って対応致します。 

（４）  利用者に対し、当施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、ご利 

用者の身元引受人に連絡を行います。 

＊ご利用者ご自身の状態等につきましては、ご家族へその都度ご連絡させていただきますが、あくまで

「人命尊重」の原則に従って対応を行います。従って、ご家族へのご連絡がつかなかったり、ご家族と

のご相談・ご指示をいただかないうちに緊急処置・協力病院への緊急通院等の対応をさせて頂くことが

ございますのでご了承下さい。 

   

９．施設利用の留意事項 

        当施設の事業のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適性、安全

性を確保するため、下記の事項をお守りください。 

（1）  面会について 

面会時間   平日９：００～１８：００  土日祝日９:００～１７：３０ 

来訪者は、必ずその都度面会簿にご記入ください。  

なお、来訪される場合、飲食物のお持ち込みはご遠慮ください。 

（2）  他科受診について 

事業による入所中は当施設の許可なく他の医療機関を受診せず、必ず事前に当施設医師、また

は看護職員へご相談下さい。また、入所前に主治医より処方されていた薬剤の種類が異なる場合

もありますことをご了解下さい。 

（３）  私物の持ちこみについて 

貴重品はできるだけ持ち込まれないようにお願いいたします。紛失等ございましても当施設では一

切の責任は負いませんのでご了承下さい。また許可のない飲食物については施設内に持ち込ま

ないようにお願いいたします。ただし、日常生活において個人的に使用される消耗品などは、入所

の際にご用意いただくことになります。 

（４）  居室の変更について 

ご利用の居室は利用者の状態によって変更することがあります。 

（５）  外出について 

①事前に計画されている外出は１週間前までに申請用紙へ記入して頂き、担当者に提出して 

下さい。 

②利用者の申請時または外出時を想定した心身状況等より、延期または中止となる場合もありま 

すことをご了承下さい。 

③申請者が身元引受人ではない場合、施設側より確認させて頂く場合がございます。 

  ④外出中においては、ご家族の責任のもと、事故等ない様にお過ごし下さい。 
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（６）  施設･設備について 

施設・設備の使用上の注意及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用してください。故

意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設・設備を壊したり、汚したりした

場合には、利用者または身元引受人に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価

をお支払いいただく場合があります。 

（７）  喫煙について 

敷地内における喫煙は禁止しております。面会にいらした方も同様です。 

（８）  営利活動等の禁止 

利用者、身元引受人及びご家族において、当施設の職員や他の入居者に対し、営利目的の活動、

宗教の勧誘、特定の政治活動は禁止いたします。 

（９）  その他 

利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、

ご利用者ご本人の居室内に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。但し、その場

合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 

※ 施設で決めた規則や医師、看護職員、介護職員の療養上(利用上)の指示をお守りください。お守

りいただけない場合はご利用を中止していただくことがあります。また、他の入所者の迷惑及び看

介護上著しい問題が生じた場合、身元引受人と相談のうえご利用の中止をお願いすることがあり

ます。 

 

１０．苦情の受付 

     事業所でのご利用に関わる苦情や相談については、下記の通りとなっております。 

各苦情受付窓口（担当者） 

（１）支援相談員兼介護支援専門員       須藤一浩 

苦情相談対応時間      ９時００分～１７時００分 

    電話による対応時間     ９時００分～１７時００分 

    FAX・書面による対応     ２４時間 

（２）栗原市役所 介護福祉課 介護保険係 

         所在地   栗原市築館薬師１丁目７番１号  電話番号  ０２２８－２２－１３５０ 

 （３）宮城県国民健康保険団体連合会 介護保険課 

         所在地   仙台市青葉区上杉一丁目２番３号 自治会館６階 

受付時間  ９時００分～１６時００分 （土・日・祝日は除く） 

         電話番号  ０２２―２２２－７７００ 

１１．第三者評価の実施状況 

第三者評価の実施の有無      有 

実施した直近の年月日        令和３年１２月２３日 

実施した評価機関の名称       一万人市民委員会宮城 

評価結果の開示状況          宮城県・仙台市指定情報公表センター ホームページ 
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１２．身体の拘束について 

当施設において身体の拘束を利用者に対して行うことは原則としてありません。ただし、利用者自身や他

者の生命の維持に重大な危険がある等の緊急やむを得ない場合については、身体を拘束または行動を

制限する方法を取る場合があります。その際には、身元引受人に、様態および時間、その際の利用者の

健康状態、緊急やむを得なかった理由等を説明し、記録をすると共に、解除することを目標に観察、再検

討を行います。 

 

１３．継続計画の策定等 

（１）当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し入所サービスの提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を

策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

（２）事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施する。 

（３）事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。 

 

１４．虐待の防止等 

    当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施

する。 

（１） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周

知徹底を図る。 

（２） 虐待防止のための指針を整備する。 

（３） 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。 

（４） 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 

 

１５．その他の重要事項 

施設内においての転倒等の事故については充分注意してまいりますが、利用者ご本人の身体状況及び、

事前に予測することが極めて困難な状況が発生した場合、転倒をはじめとする事故の可能性があるとい

うことは、あらかじめご了承ください。 

 

附 則 

本説明書は、令和７年１２月１日より施行する。 
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短期入所療養介護サービス・介護予防短期入所療養介護サービスの提供に際し、本書面 

に基づき重要事項の説明をいたしました。 

 

 

令和  年  月  日 

 

＜事業者＞   医療法人 財団弘慈会 

        介護老人保健施設 グレイスガーデン 

         

説明者氏名                印 

  

               

 

 

    私は、介護老人保健施設 グレイスガーデンの短期入所療養介護・介護予防短期入所療

養介護を利用するにあたり、説明者より本重要事項の説明を受け同意しました。 

 

 

 

＜利用者＞    

        署名・押印                 印 

 

 

 

＜身元引受人＞    

         

        署名・押印                 印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


